
・運営事業者の占用使用範囲は、

緑枠で示した厨房部分となる。

・緑枠内の点線で示した冷蔵庫、

レンジ、食器棚は、配置例であり、

必要な場合は、カフェ運営事業

者の持込とする。（設置場所は、

緑枠で示した厨房部分の範囲

内とする。）

・ショップ内の休憩用テーブル・

イスは、カフェ利用者以外も利

用可能であり、固定式ではない。

（図面以外の廊下にも設置）
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